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森林・林業・木材産業の
展望と金融施策
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天野 正治

はじめに

「基金 now」を御覧の皆様、日頃より（独）
農林漁業信用基金の林業信用保証業務の運営並
びに森林・林業・木材産業施策の推進に御理解・
御協力賜り、心より御礼申し上げます。

さて、まず我が国の森林に目を向けさせてい
ただきます。我が国は国土の３分の２を森林が
占める世界有数の森林国です。特に森林面積の
約４割を占める人工林では、50 年生を超える人
工林面積が 10 年前の 2.4 倍に増加し過半となっ
ており、本格的な利用期を迎えています（参考
１）。その様な状況であることを踏まえつつ、筆
を進めさせていただきます。

1．森林・林業の現状と課題

我が国の人工林の過半が本格的な利用期を迎
えている中、林業経営体の規模拡大や生産性の
向上は徐々に進み、伐採と造林の一貫作業等に
よる造林コスト低減の取組も拡大し、丸太生産
量も増加傾向にあります。一方で、近年の主伐
面積に対する再造林面積の割合は約３割にとど
まっており、我が国の木材利用ニーズに照らし
た森林資源の循環利用の観点に加え、森林の二
酸化炭素吸収量の目標の観点からも、再造林の
推進が大きな課題となっています。

2．グリーン成長の実現に向けて

令和３年６月に閣議決定された新たな森林・
林業基本計画では、再造林等により森林の適正
な管理を図りながら、「伐って、使って、植え
る」ことによる森林資源の持続的な利用を一層
推進し、林業・木材産業の成長産業化に取り組
み、社会経済生活の向上とカーボンニュートラ
ルに寄与する「グリーン成長」を実現すること
としています（参考２）。

このためにも再造林の推進が課題であり、新
技術を活用して伐採から再造林・保育に至る収
支のプラス転換を可能とする「新しい林業」の
展開に加え、収益拡大のため、木材の安定的な
需要を確保していくことが重要です。

3．カギを握る木材産業の競争力強化

新たな基本計画では、木材の供給量と、それ
に対応した用途別の利用量の目標を定めており、
国産材の利用量については、令和７年に 4,000
万㎥を目標として定めています（参考３）。木材
利用の拡大に当たっては、関係者が協力し、効
率的なサプライチェーンを構築して相互利益を
拡大しつつ、再造林につなげるとの視点を共
有し努力していくことが期待されます。木材産
業は、こうしたサプライチェーンの中にあって、
山元から原木を購入しマーケットニーズに応じ

（参考２）今後の施策の方向と５つのポイント（参考１）人工林の齢級構成の変化
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て木材を加工・販売して需要先につなぐ存在で
あり、森林・林業の持続性の確保と木材の適切
な利用推進という両面において重要な存在です。
この木材産業の競争力強化こそが、グリーン成
長のカギを握っていると言っても過言ではあり
ません。

注１：�令和２(2020)年の見通し及び目標は、前基本計画における見通し及
び目標。建築用材等と非建築用材等に分けた数値は設定していない。

　２：燃料材とは、ペレット、薪、炭、燃料用チップである。
　３：その他とは、しいたけ原木、原木輸出等である。
　４：四捨五入の関係により、内訳と合計は必ずしも一致しない。
資料：「森林・林業基本計画」

（参考３）基本計画における国産材利用の目標と実績
(百万㎥ )

4．公益的にも意義のある木材利用
森林の樹木は、大気中の二酸化炭素を吸収し、

炭素を貯蔵しています。さらに、木材を建築物
等に利用することにより、炭素を長期的に貯蔵
することが可能です。また、木材は製造や加工
時のエネルギー消費が他資材よりも比較的少な
く、さらに木質バイオマスの利用により化石燃
料を代替するなど、二酸化炭素の排出削減にも
貢献します。

このように木材利用には公益的な意義がある
とともに、国産材が利用され、森林所有者が収
益を上げることによって、再造林をはじめとし
た安定的・持続的な森林整備が可能となり、こ
の森林資源の循環利用を通じて、森林の多面的
機能の発揮にもつながるのです。

5．木材不足・価格高騰への対応

ここで、木材不足と価格高騰、いわゆるウッ
ドショックに触れさせていただきます。世界的
な木材需要の高まりやコンテナ不足等による国
際的な需給のひっ迫により、昨年上半期以降、
木材の輸入量が減少し、我が国においても輸入
木材や国産材製品価格が高騰しています。林野
庁では、緊急の対応として、川上から川下まで
の関係者による需給情報連絡協議会を中央及び
地区別で開催し、需給情報の共有等を図ってい
ます。また中長期的には、海外市場の影響を受

けにくい需給構造とするため、木材製品の供給
力強化に向けた乾燥施設の整備や、原木の安定
供給に向けた路網整備の推進等に必要な予算を
措置しました。今後も動向を注視してまいりま
すが、新たな設備投資等、信用基金の債務保証
が事業者の皆様のお役に立つ場面も増えるので
はないかと考えております。

6．林業金融施策について

林野庁企画課が所管する林業金融施策は大
きく２つ、「融資」と「保証」です。融資につ
いては、（株）日本政策金融公庫による低利融
資のほか、利子助成事業などがあります。保証
については、信用基金の債務保証を御利用いた
だくことにより、民間融資機関からの資金調達
の円滑化を図るものです。この融資と保証の両
輪が事業者の皆様の事業展開の一助となってい
るものと考えております。なお、林業信用保証
事業については、近年頻発する自然災害により
被災された事業者の方々や新型コロナウイルス
感染症により事業経営に影響を受けた方々など
を対象に、保証料を最大５年間実質免除するた
めの予算を措置しているところです。令和４年
度においては、信用基金の将来性評価の取組
とも相まって、新規創業や他業種からの新規参
入、基本計画で育成すべき林業経営体として
掲げている林産複合経営に取り組まれる皆様を
保証料免除の対象に追加いたしました。このこ
とにより、林業・木材産業に意欲と希望をもっ
て創業等される方や、再造林の推進に積極的な
林産複合型経営体を支援し、以ってグリーン成
長の実現に寄与していきたいと考えております。

なお、融資や保証などの金融施策は、常に十
分な融資・保証枠を用意することにより、長引
くコロナ禍の影響や近年頻発する自然災害の他、
前述の木材価格の高騰など、社会経済情勢の変
動に機動的に対応できる施策と言えます。引き
続き、信用基金の皆様とも連携して、事業者の
皆様の円滑な資金調達が図られるよう取り組ん
でまいります。

最後になりますが、長引くコロナ禍の中、事
業経営に影響を受けている全ての皆様の御苦労
と御努力に心から敬意を表するとともに、引き
続き森林・林業・木材産業に関わる皆様に寄り
添った施策の推進に努めてまいる所存であるこ
とを申し上げ、筆を置かせていただきます。




